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１．１ 目的 

 

宮崎県庁環境マネジメントマニュアルは、宮崎県庁（以下「県庁」という。）が、ＩＳＯ１

４００１に基づき環境マネジメントシステムを構築し、環境の継続的改善を図ることを目的

として制定する。 

１．１ 目 的 

 



１．２ 適用範囲 
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１．２ 適用範囲 

 

１ 適用区域 

環境マネジメントシステムは、次の区域（以下「県庁舎等」という。）について適用す

る。 

⑴ 宮崎県本庁舎（本館、附属棟、１号館、２号館、３号館、４号館、５号館、 

６号館、７号館、８号館、９号館、１０号館） 

⑵ 企業局庁舎 

⑶ 自治学院 

⑷ 職員健康プラザ 

⑸ 上記⑴～⑷に付帯する施設並びに周辺の職員駐車場及び外来者駐車場 

 

２ 適用組織 

⑴ 環境マネジメントシステムは、県庁舎等内の次の組織について適用する。 

① 「本庁」として区分する組織 

ア 知事部局の各部及び会計管理局 

イ 病院局 

ウ 企業局 

エ 議会事務局 

オ 教育庁 

カ 人事委員会事務局 

キ 監査事務局 

ク 労働委員会事務局 

② 「県庁舎等内の出先機関」として区分する組織 

ア 自治学院 

イ 宮崎県税・総務事務所 

ウ 中部農林振興局 

エ 宮崎土木事務所 

 

⑵ 環境マネジメントシステムの実施にあたっては、県から委託されて県庁舎等内で業

務を行っている委託業者及び県の許可を得て土地・建物等を使用している各種団体に

対しても協力を呼びかける。

１．２  適用範囲 

 



２ 適用規格 
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２ 適用規格 

 

ＩＳＯ１４００１「環境マネジメントシステム」２００４年版 

（ＪＩＳＱ１４００１：２００４年版）

１．２ 適用範囲 

 

２ 適用規格 

 



３ 用語の定義 
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３ 用語の定義 

 

環境マネジメントシステムに関する用語の定義は、原則としてＩＳＯ１４００１に準ずる。

ただし、県庁固有の用語または特別な意味に用いる場合は、ここに掲げるほか、その都度説

明する。 

 

３．１ 監査員 

監査を行う力量（知識、技能、資格）を有するものをいう。 

 

３．２ 継続的改善 

県庁の環境方針に沿って全体的な環境パフォーマンス（成果）の改善を達成するために

環境マネジメントシステムを向上させることをいう。 

 

３．３ 是正処置 

検出された不適合の原因を除去するための処置をいう。 

 

３．４ 文書 

情報及びそれを保持する媒体。媒体としては、紙、磁気、電子式若しくは光学式コンピ

ュータディスク、写真若しくはマスターサンプル、又はこれらの組み合わせたもの。 

 

３．５ 環境 

大気、水、土地、天然資源、植物、動物、人間及びそれらの相互関係を含む、県庁の活

動をとりまくもので、県庁舎等内から地球規模にまで及ぶものをいう。 

 

３．６ 環境側面 

環境と相互に影響を及ぼす県庁の事務事業やこれから生ずる物品・サービス（以下「事

業活動等」という。）の諸要素をいう。 

 

３．７ 環境影響 

県庁の事業活動等がもたらす全体又は一部で生じる環境の変化をいい、有害か有益かを

問わない。 

 

３．８ 環境マネジメントシステム 

県庁の全体的な組織管理体制の一部であって、県庁の環境方針を作成・実施・達成・見

直し・維持するための組織体制、活動計画、責任体制、慣行、手順、プロセス及び経営資

源を含むものをいう。 

 

３．９ 環境目的 

環境方針から導かれる全体的な環境の到達点で、県庁自身が達成を目指して設定するも

ので、可能な限り定量的なものをいう。中間的な目標値。 

３ 用語の定義 

 



３ 用語の定義 
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３．１０ 環境パフォーマンス 

県庁の環境方針、目的及び目標に基づいて、その活動等に対する環境側面の管理に関す

る環境マネジメントシステムの測定可能な結果をいう。 

 

３．１１ 環境方針 

県庁の行動のため並びに環境目的及び目標設定のための枠組みを与える総括的な環境パ

フォーマンスに関連する意図及び原則についての環境管理総括者の公式な声明書をいう。 

 

３．１２ 環境目標 

県庁の環境目的から導かれ、その目的を達成するために設定される詳細なパフォーマン

スの要求事項で、可能な限り定量的なものとし、県庁又はその一部に適用されるものをい

う。短期的な目標値。 

 

３．１３ 利害関係者 

県庁の環境パフォーマンスに関心を持つか又はその影響を受ける県民、官公庁、事業者

及び県庁に関わる個人または団体をいう。 

 

３．１４ 内部監査 

県庁が定めた環境マネジメントシステム監査基準が満たされている程度を判定するため

に、監査証拠を収集し、それを客観的に評価するための体系的で、独立し、文書化された

プロセスをいう。 

 

３．１５ 不適合 

要求事項を満たしていないこと。次の場合をいう。 

⑴ 環境目的及び目標達成状況の監視測定の結果、未達成となっているにも関わらず有

効な対策が講じられていない場合 

⑵ 法的及びその他の要求事項の遵守状況等の監視測定の結果、遵守事項及び基準値を

超えた事実が確認されているにも関わらず、有効な対策が講じられていない場合 

⑶ その他環境マネジメントシステムから逸脱している場合 

 

３．１６ 組織 

県庁内の組織をいう。 

 

３．１７ 予防処置 

起こり得る不適合の原因を除去するための処置をいう。 

 

３．１８ 汚染の予防 

⑴ 県庁における日常の事務において、リサイクル及びエネルギー・資源の有効活用な

どを含め、環境負荷の低減に努めていくことをいう。 

⑵ 県庁の行う各事業において、その企画・計画、調査、設計、施工、管理等の各段階

で環境に十分な配慮をもって事業を行うことをいう。 

⑶ 県庁内で環境関連の法規制等の適用を受ける設備（ボイラー等）の運用において、

非常時の対応も含め、ＮＯｘの排出などの汚染の予防に努めることをいう。 

３．１９ 手順 



３ 用語の定義 
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活動又はプロセスを実行するために規定された方法をいう。 

 

３．２０ 記録 

達成した結果を記述した、又は実施した活動の証拠を提供する文書をいう。 



４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．１ 一般要求事項 ４．２ 環境方針 
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４．１ 一般要求事項 

 

県庁は、環境方針、目的及び目標を達成するために、環境マネジメントシステムを確立し、

文書化し、実施し、維持し、継続的に改善し、どのようにして要求事項を満たすか決定する。 

また、その環境マネジメントシステムの適用範囲を定め、文書化する。 

 

４．２ 環境方針 

 

環境管理総括者（知事）は、環境保全活動を継続的に推進するため、環境の保全と創造の

取組に関し、基本理念及び基本方針からなる環境方針を定め、環境マネジメントシステムの

定められた範囲内の中で、環境方針が次の事項を満たすことを確実にする。 

 

［策定] 

環境方針は、県庁の事務事業、規模及び環境に関する妥当性、継続的改善及び汚染の防

止に関する約束、法的及びその他の要求事項の順守に関する約束、環境目的及び目標の設

定及び見直しの枠組みを考慮し、宮崎県環境基本条例及び宮崎県環境基本総合計画の理念

を盛り込みながら、環境管理責任者（環境森林部長）が原案を作成し、環境管理総括者が

決定する。 

 

［見直し] 

なお、環境管理総括者は、毎年度の経営層の見直し、環境基本法、環境基本条例等の改

正があった場合及び本県における環境上の重要な課題が生じた場合には、環境方針を見直

し、必要に応じて改定する。 

 

［周知] 

環境管理責任者は、環境方針が策定または改定された場合には、速やかに県庁 LAN-WAN

上に掲載することにより、環境方針を全職員（臨時・嘱託職員含む。）又は適用範囲内の

施設において業務を行っている委託業者に対して周知する。 

 

［公表] 

環境管理責任者は、環境方針を県民室、県民情報センター等一般県民の見やすい場所に

掲示するとともに、県庁ホームページに掲載し、広く一般に公表する。 

 

 

＜関連文書＞ 

環境方針 

４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．１ 一般要求事項 ４．２ 環境方針 





４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．３ 計画  
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４．３ 計画 

 

県庁内外に表明した環境方針に従い、環境保全活動を継続的に推進するため、環境影響、

法的及びその他の要求事項を把握した上で、環境目的及び環境目標を含めた計画を定める。 

なお、この計画は必要に応じて見直しを行う。 

 

４．３．１ 環境側面 

 

環境マネジメントシステムの定められた適用範囲の中で、事務事業、サービスについて組

織が管理できる環境側面及び影響力を発揮できる環境側面を特定する。その際に、計画され

た又は新規の事務事業、サービスも考慮に入れる。 

また、環境に著しい影響を与える又は与える可能性のある側面（すなわち著しい環境側面）

を決定し、この情報を文書化し、常に最新のものとする。その環境マネジメントシステムを

確立し、実施し、維持するうえで、著しい環境側面を確実に配慮する。 

 

［調査の対象］ 

１ オフィス活動 

２ 施策・事業 

３ 公共工事 

 

［調査の実施時期］ 

１ 毎年１回の定期的な見直しのとき。 

２ 補正予算の計上等により新規の事業が追加になったとき。 

３ その他、環境管理責任者が必要と認めたとき。 

 

［調査の方法］ 

「環境調査の手引き」による。 

 

［著しい環境側面の特定手順］ 

１ オフィス活動 

⑴ 環境管理責任者（環境森林部長）は、オフィス活動に関する著しい環境側面の案

を作成し、環境保全対策調整会議に提案する。 

⑵ 環境保全対策調整会議は、オフィス活動に関する著しい環境側面の案を審議し、

特定する。 

 

２ 施策・事業 

⑴ 環境管理責任者は、各所属における環境調査を環境活動責任者（部局長）に対し

て指示する。 

⑵ 環境活動責任者は、所管環境活動部局の環境保全推進員に指示して、環境調査を

行わせ、その結果を環境管理責任者に提出する。 

４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．３ 計画 



４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．３ 計画  
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⑶ 環境管理責任者は、提出された環境調査の結果を環境保全対策調整会議に提案す

る。 

⑷ 環境保全対策調整会議は、施策・事業に関する環境調査の結果について審議し、

施策・事業に関する著しい環境側面を特定する。 

 

３ 公共工事 

⑴ 環境管理責任者は、公共工事における環境調査を環境森林部、農政水産部、県土

整備部の環境活動責任者に指示する。 

⑵ 環境森林部、農政水産部及び県土整備部の各環境活動責任者は、公共工事におけ

る環境調査を実施し、その結果を環境管理責任者に提出する。 

⑶ 環境管理責任者は、提出された環境調査の結果を環境保全対策調整会議に提案す

る。 

⑷ 環境保全対策調整会議は、公共工事における環境調査の結果について審議し、公

共工事に関する著しい環境側面を特定する。 

 

［著しい環境側面の登録及び周知］ 

環境管理責任者は、特定された著しい環境側面を「著しい環境側面登録簿」に登録し、

各環境活動責任者を通じて関係の環境保全推進員に配布するとともに、県庁 LAN-WAN 上

に掲載する。 

 

＜関連文書＞ 

環境調査の手引き 

著しい環境側面登録簿 



４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．３ 計画  
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著しい環境側面の特定手順 

 

 

 

〔オフィス活動〕 

 

 

 

 

 

 

〔施策・事業〕 

 

 

審議・特定 

登録表に登録 

環
境
管
理
組
織

環
境
活
動
組
織

環境管理総括者 

（知 事） 

環境保全対策 

調 整 会 議 

環境管理責任者 

（環境森林部長） 

環境活動責任者 

（各部局長） 

環境保全推進員 

（各所属） 

調査表集約 

調査表作成 

環境調査 

指  示 

環境調査 

指  示 

調査実施 

著しい環境側面案

作 成 

審議・特定 

著しい環境側面案

作 成 
登録表に登録 

環
境
管
理
組
織

環
境
活
動
組
織

環境管理総括者 

（知 事） 

環境保全対策 

調 整 会 議 

環境管理責任者 

（環境森林部長） 

環境活動責任者 

（各部局長） 

環境保全推進員 

（各所属） 



４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．３ 計画  
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〔公共工事〕 

 

 

審議・特定 

登録表に登録 

環
境
管
理
組
織 

環
境
活
動
組
織

環境管理総括者 

（知 事） 

環境保全対策 

調 整 会 議 

環境管理責任者 

（環境森林部長） 

環境活動責任者 

（各部局長） 

環境保全推進員 

（各所属） 

調査表作成 

環境調査 

指  示 

環境調査 

指  示 

著しい環境側面案

作 成 



４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．３ 計画  
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４．３．２ 法的及びその他の要求事項 

 

県が行う事務事業の環境側面に適用されうる法的要求事項及び県が同意するその他の要求

事項等（以下「法令等」という。）を特定し、「法的及びその他の要求事項登録簿」に登録す

る。 

また、これらの要求事項を環境側面にどのように適用するかを決定し、その環境マネジメ

ントシステムを確立し、実施し、維持する上で、著しい環境側面に配慮する。 

 

［調査の実施時期］ 

１ 毎年１回の定期的な見直しのとき。 

２ 補正予算の計上等により新規の事業が追加になったとき。 

３ その他、環境管理責任者が必要と認めたとき。 

 

［調査方法］ 

「法的及びその他の要求事項調査の手引き」による。 

 

［法的及びその他の要求事項の登録手順］ 

１ オフィス活動 

環境管理責任者（環境森林部長）は、オフィス活動に関する法的及びその他の要求

事項に該当するものを「法的及びその他の要求事項登録簿」に登録する。 

 

２ 施策・事業 

⑴ 環境管理責任者は、各環境活動責任者（各部局長）に対し、施策・事業に関する

法的及びその他の要求事項の調査を指示する。 

⑵ 環境活動責任者は、所管環境活動部局の環境保全推進員に指示して、法的及びそ

の他の要求事項の調査を行い、環境管理責任者に調査表を提出する。 

⑶ 環境管理責任者は、提出された調査表を確認し、「法的及びその他の要求事項登録

簿」に登録する。 

 

［法的及びその他の要求事項の周知] 

環境管理責任者は、登録した法的及びその他の要求事項の一覧を各環境活動責任者を

通じて関係の環境保全推進員に配布するとともに、県庁 LAN-WAN 上に掲載する。 

 

［登録内容の変更手順] 

１ 登録法令等の適用を受ける設備等を管理する所属の環境保全推進員は、登録内容を

変更しなければならないときは、環境活動責任者を経由して環境管理責任者に「法的

及びその他の要求事項登録簿」の変更を依頼する。 

２ 環境管理責任者は、依頼された内容を検討し、「法的及びその他の要求事項登録簿を

変更する。 

 

［登録内容の維持] 

１ 登録法令等を所管する所属の環境保全推進員は、官報、その他により、当該法令等

の改廃の把握に努め、その情報を、環境活動責任者を経由して環境管理責任者へ報告

する。 



４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．３ 計画  
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環境目的・目標の設定手順 

 

 

 

〔オフィス活動〕 

 

 

 

 

 

 

〔施策・事業〕 

 

 

審議・決定 

登録表に登録 

環
境
管
理
組
織

環
境
活
動
組
織

環境管理総括者 

（知 事） 

環境保全対策 

調 整 会 議 

環境管理責任者 

（環境森林部長） 

環境活動責任者 

（各部局長） 

環境保全推進員 

（各所属） 

設定票集約 

設定票作成 

環境目的・目標案

作成指示 

指

環境目的・目標案

作成指示 

環境目的・目標案

検 討 

確 認 

受 理

審議・特定 

環境目的・目標案

作 成 

環
境
管
理
組
織

環
境
活
動
組
織

環境管理総括者 

（知 事） 

環境保全対策 

調 整 会 議 

環境管理責任者 

（環境森林部長） 

環境活動責任者 

（各部局長） 

環境保全推進員 

（各所属） 

登録表に登録 

受 理 



４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．３ 計画  
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〔公共工事〕 

 

 

審議・決定 

登録表に登録 

環
境
管
理
組
織 

環
境
活
動
組
織

環境管理総括者 

（知 事） 

環境保全対策 

調 整 会 議 

環境管理責任者 

（環境森林部長） 

環境活動責任者 

（各部局長） 

環境保全推進員 

（各所属） 

設定票作成 

環境目的・目標案

作成指示 

指

環境目的・目標案

作成指示 

確 認 

受 理



４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．３ 計画  
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実施計画の設定手順 

 

 

 

〔オフィス活動〕 

 

 

 

 

 

 

〔施策・事業〕 

 

環
境
管
理
組
織

環
境
活
動
組
織

環境管理総括者 

（知 事） 

環境保全対策 

調 整 会 議 

環境管理責任者 

（環境森林部長） 

環境活動責任者 

（各部局長） 

環境保全推進員 

（各所属） 

設定票集約 

設定票作成 

実施計画案 

作成指示 

実施計画案 

作成指示 

実施計画案 

検 討 

確 認 登録表に登録 

環
境
管
理
組
織

環
境
活
動
組
織

環境管理総括者 

（知 事） 

環境保全対策 

調 整 会 議 

環境管理責任者 

（環境森林部長） 

環境活動責任者 

（各部局長） 

環境保全推進員 

（各所属） 

実施計画設定 登録表に登録 



４ 環境マネジメントシステム要求事項 
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〔公共工事〕 

 

環
境
管
理
組
織 

環
境
活
動
組
織

環境管理総括者 

（知 事） 

環境保全対策 

調 整 会 議 

環境管理責任者 

（環境森林部長） 

環境活動責任者 

（各部局長） 

環境保全推進員 

（各所属） 

設定票集約 

設定票作成 

実施計画案 

作成指示 

実施計画案 

作成指示 

実施計画案 

検 討 

確 認 登録表に登録 



４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．４ 実施及び運用 

 

 

 

宮崎県庁 環境マネジメントマニュアル 

23

 

４．４．１ 資源、役割、責任及び権限 

 

この環境マネジメントシステム（以下「システム」という。）を有効かつ効果的に運用する

ため、次のとおり役割、責任及び権限を定め、文書化し、かつ周知する。 

 

 

［役割] 

１ 環境管理組織システムを確立し、実施し、維持し、改善するため、環境管理組織を

置く。環境管理組織は、次に掲げる者及び組織で構成する。 

⑴ 環境管理総括者（知事） 

⑵ 環境管理副総括者（副知事） 

⑶ 環境管理責任者（環境森林部長） 

⑷ 環境保全対策調整会議及び同幹事会 

⑸ 内部環境監査員 

⑹ 環境マネジメントシステム検討委員会 

 

２ 環境活動組織システムの効率的な運用を図るため、環境活動組織を置く。環境活動

組織は、次に掲げる組織で構成し、それぞれを環境活動部局とする。 

⑴ 知事部局の本庁の各部及び会計管理局 

⑵ 病院局 

⑶ 企業局 

⑷ 議会事務局 

⑸ 教育庁 

⑹ 人事委員会事務局 

⑺ 監査事務局 

⑻ 労働委員会事務局 

⑼ 自治学院 

⑽ 宮崎県税・総務事務所 

⑾ 中部農林振興局 

⑿ 宮崎土木事務所 

 

環境活動部局に次に掲げる者を置く。 

⑴ 環境活動責任者（各部局長） 

⑵ 環境保全推進員（各所属課長補佐級職員） 

 

［責任及び権限] 

１ 環境管理総括者 

環境管理総括者は知事をもって充て、環境マネジメントを総合的かつ体系的に推進

するため、次に掲げる事務を処理する。 

⑴ 環境方針の決定及び改定を行うこと。 

４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．４ 実施及び運用 



４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．４ 実施及び運用 
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⑵ システムの見直しを行うこと。 

⑶ 内部環境監査員を任命すること。 

⑷ システムの確立及び維持のために必要な職員及び専門的な技能、技術並びに財源

を確保すること。 

⑸ インフラストラクチャー（組織の運営のために必要な施設、設備、通信など）を

明確にし、提供し、維持すること。 

 

２ 環境管理副総括者 

環境管理副総括者は副知事をもって充て、環境管理総括者を補佐し、環境管理総括

者に事故あるとき又は環境管理総括者が欠けたときに、その職務を代理する。 

 

３ 環境管理責任者 

環境管理責任者は環境森林部長をもって充て、次に掲げる事務を処理する。 

⑴ システムを確立し、維持すること。 

⑵ 環境側面並びに法的及びその他の要求事項調査等を環境活動責任者に指示するこ

と。 

⑶ 著しい環境側面並びに法的及びその他の要求事項を登録すること。 

⑷ 環境目的及び目標の案（変更案を含む。）の検討を各部局長に指示すること。 

⑸ 環境目的・目標の案（変更案を含む。）を作成し、環境保全対策連絡調整会議に提

案し、その結果を環境管理総括者に報告すること。 

⑹ 実施計画の案（変更案を含む。）の検討を環境活動責任者に指示すること。 

⑺ 環境研修の年間計画を策定すること。 

⑻ 環境情報について環境活動責任者から報告を受け、必要に応じて環境管理総括者

に報告すること。 

⑼ 環境事故及び緊急事態の概要について環境活動責任者から報告を受け、環境管理

総括者に報告すること。 

⑽ 環境目的・目標並びに法的及びその他の要求事項の達成又は適合の状況について、

環境活動責任者から報告を受けること。 

⑾ 環境目的・目標並びに法的及びその他の要求事項の未達成又は不適合の是正措置

について、環境管理総括者に報告すること。 

⑿ 内部環境監査の年間計画を作成すること。 

⒀ その他システムの確立及び維持に関し必要な業務を行うこと。 

 

４ 環境保全対策調整会議及び同幹事会 

環境保全対策調整会議（同幹事会）は、システムに関する次の事項を審議する。環

境保全対策調整会議の組織及び運営については、宮崎県環境保全行政総合調整規程（平

成１９年訓令第９号）及び宮崎県環境保全対策調整会議運営要領（昭和４６年１０月

１８日施行）に定めるところによる。 

⑴ システムの確立及び見直しに関すること。 

⑵ 環境目的・目標の設定に関すること。 

⑶ 環境目的・目標の達成状況に関すること。 

 



４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．４ 実施及び運用 
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５ 内部環境監査員 

内部環境監査員は、「内部環境監査員候補者登録表」に登録された職員の中から環境

管理総括者が任命し、次に掲げる事務を処理する。 

⑴ 環境管理責任者が作成した内部環境監査（以下「監査」という。）の年間計画に基

づき、具体的な実施計画を作成すること。 

⑵ 監査の基準と範囲を決定し、被監査部局の長に通知すること。 

⑶ 被監査部局の事務、事業及び設備並びに従前の監査の詳細など、監査に必要な情

報を収集すること。 

⑷ ＩＳＯ１４００１の規格に定められた監査の要求事項が満たされているか確認す

ること。 

⑸ 不適合所見について遅滞なく被監査部局の長に報告すること。 

⑹ 内部環境監査報告書を作成し、環境管理総括者、環境管理責任者及び被監査部局

の長に送付すること。 

⑺ 必要に応じて環境管理責任者にシステムの改善のための助言及び勧告を行うこと。 

 

６ 環境活動責任者 

環境活動責任者は、環境活動部局の長をもって充て、次に掲げる事務を処理する。 

⑴ 所管環境活動部局の環境保全推進員に指示して、環境調査並びに法的及びその他

の要求事項の調査等を行い、環境管理責任者に調査表等を提出すること。 

⑵ 所管環境活動部局の環境保全推進員に指示して、環境目的・目標の案（変更案を

含む。）を検討し、環境管理責任者に提出すること。 

⑶ 所管環境活動部局の環境保全推進員に指示して、実施計画の案（変更案を含む。）

を検討し、環境管理責任者に提出すること。 

⑷ 所管環境活動部局の環境保全推進員に指示して、環境保全活動を実行すること。 

⑸ 所管環境活動部局の環境保全推進員に指示して、実施計画の実行に必要な手順書

等を作成させるとともに、適正な事務事業の執行を指示し、環境目的及び目標から

の逸脱を防止すること。 

⑹ 所管環境活動部局の環境保全推進員に指示して、環境研修を実施すること。 

⑺ システムの定期的な監視及び測定を行い、環境目的及び目標の達成並びに法的及

びその他の要求事項の順守について環境管理責任者に報告すること。 

⑻ その他環境活動に関し必要な業務を行うこと。 

 

７ 環境保全推進員 

環境保全推進員は、環境活動責任者の指示を受け、次に掲げる事務を行う。環境保

全推進員の設置については、環境保全推進員設置要領（平成５年１１月１日定め）に

定めるところによる。 

⑴ 環境調査並びに法的及びその他の要求事項の調査を行い、所属長の承認を経て環

境活動責任者に調査表等を提出すること。 

⑵ 関係法令の制改廃を把握し、環境活動責任者を経由して環境管理責任者へ報告す

ること。 

⑶ 環境目的及び目標の案（変更案を含む。）を検討し、所属長の承認を経て環境活動

責任者に提出すること。 

⑷ 実施計画の案（変更案を含む。）を検討し、所属長の承認を経て環境活動責任者に

提出すること。 



４ 環境マネジメントシステム要求事項 
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⑸ 必要に応じてプログラムの実行に必要な手順書等を作成し、それに基づいた適正

な事務事業の執行に努め、環境目的及び目標からの逸脱を防止すること。 

⑹ 環境研修を実施し、その結果を、環境活動責任者を経由して環境管理責任者に報

告すること。 

⑺ システムの定期的な監視及び測定を行い、環境目的及び目標の達成並びに法的及

びその他の要求事項の順守について環境管理責任者に報告すること。 

 

［その他] 

環境森林部環境森林課に環境管理組織の庶務を行う環境管理事務局を置く。 

 

＜関連文書＞ 

内部環境監査員候補者登録表 

 

＜外部文書＞ 

宮崎県環境保全行政総合調整規定 

宮崎県環境保全対策調整会議運営要領 

宮崎県環境管理組織等に関する要綱 

環境保全推進員設置要領 
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ＩＳＯ１４００１推進体制 

環境管理組織 
環境管理総括者  （知事) 

環境活動組織 

環境保全推進員(各課室補佐級職員) 

宮崎県環境保全対策調整会議 
(会長：副知事、委員:各部局長等) 

宮崎県環境保全対策調整会議幹事会 
(幹事長：環境森林部次長(総括)、幹事：関係課長) 

環境マネジメントシステム検討委員会 
(委員長：環境森林課長) 

オフィス活動検討班 
(班長：環境森林課課長補佐(総括)) 

公共工事検討班 
(班長：環境森林課課長補佐(技術担当)) 

環境活動責任者(各部局長等) 

環境管理副総括者 (副知事) 

環境管理責任者 
(環境森林部長) 

内部環境監査員 

環境管理事務局（環境森林部環境森林課） 
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４．４．２ 力量、教育訓練及び自覚 

 

環境マネジメントシステムを有効かつ効果的に実施し、維持し、環境方針及び環境目的及

び目標に関する職員の自覚、知識・技能及び力量を持つことを確実にするため、著しい環境

影響の原因となる可能性をもつシステムの対象となるすべての職員（委託業者等含む）にそ

れぞれの職責に応じた研修を実施する。 

 

［研修の種類及び内容] 

１ 一般研修 

システムの対象となる全ての職員に対して、階層ごとに実施する。内容は次のとお

りとする。 

⑴ 関係する規定類並びに環境マネジメントシステムの要求事項に適合した事務事業

を行うことの重要性 

⑵ 環境方針、具体的に分類整理した環境目的・目標並びに作業改善による環境上の

利点 

⑶ 環境保全活動のために課せられた自らの役割と責任 

⑷ 関係する規定類から事務事業が逸脱した際に予想される環境上の事態の予測を踏

まえた環境保全に関する研修 

 

２ 特定業務研修 

環境に著しい影響を及ぼす可能性のある特定業務（法的及びその他の要求事項等）

に従事している全ての職員に対して実施する。内容は次のとおりとする。 

⑴ 環境目的及び目標の達成に向けた手順書及びプログラムの遵守の必要性 

⑵ 著しい環境側面に関する専門的な知識及び技能 

 

３ 内部環境監査員研修 

内部環境監査員候補者として環境活動責任者（部局長）から推薦された環境保全推

進員に対して実施する。内容は次のとおりとする。 

⑴ 内部環境監査員として客観的かつ公平な監査の重要性 

⑵ 内部環境監査に必要な技能の修得 

⑶ 環境マネジメントシステムの理解この研修を終了した者は、「内部環境監査員候

補者登録表」に登録する。 

 

［実施手順] 

「環境研修実施の手引き」による。 

 

［研修記録の作成] 

環境研修を実施した者又は環境保全推進員は、その内容と受講者名を研修記録票に記

録し、特定業務研修を除いてその写しを、環境活動責任者を経由して環境管理責任者（環

境森林部長）に提出する。 

 

［年間計画の策定] 

環境管理責任者は、概ね４～５月の間に環境研修の年間計画を策定する。 

年間計画には、研修の種類毎に、対象者、対象人員、予定人数、予定時間及び予定時
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期を記載する。 

なお、特定業務研修は、環境活動責任者が必要と認めるとき（担当職員が異動したと

き、特定業務に係る制度変更があったときなど）に実施するため、年間計画には記載し

ない。 

 

［委託先の環境研修] 

法的及びその他の要求事項に関して、委託業者に委託している場合の従業員研修につ

いては、その委託作業の遂行能力をもって、研修が実施されたものとみなす。 

作業の遂行能力は、当該業務を所管する環境保全推進員が委託契約書の内容(契約書に

従業員の資格等が記載されている場合)や委託業者からの資格証明書等の提示により確

認する。なお、それができない場合は、作業状況を実際に確認し判断する。 

 

 

＜関連文書＞ 

環境研修実施の手引き 

研修記録票 
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［研修種類毎の具体的な内容] 

 

種類 対象者 目的 時間 講師 実施責任者 

幹部職員研修 次長・課長職

相当の職員 

環境マネジメントシステムの重要性

を確認するとともにシステムにおけ

る幹部職員としての自覚を高める。

１～２ 

時間 

外部講師

または環

境管理責

任者の指

定する職

員 

環境管理責任

者 

環境保全推進員

研修 

環境保全推

進員 

環境マネジメントシステム全般、環

境方針、目的・目標、プログラム等

の理解を深め、環境保全推進のリー

ダーとしての自覚を高める。 

１～２ 

時間 

外部講師

または環

境管理責

任者の指

定する職

員 

環境管理責任

者 

一 

般 

研 

修 

一般職員研修 幹部職員及

び環境保全

推進員を除

くすべての

職員（臨時職

員・嘱託職員

含む） 

環境マネジメントシステム全般、環

境方針、目的・目標、プログラム等

の理解を深め、環境負荷低減・改善

行動についての自覚を高める。 

１～２ 

時間 

環境保全

推進員ま

たは推進

員が指名

する職員 

環境活動責任

者 

特定業務研修 特定業務（法

的及びその

他の要求事

項等） 従事

者 

特定業務に従事する上で必要な専門

的知識及び技術を修得する。 

研修内容

による 

部外の専

門家また

は環境保

全推進員

の指定す

る職員 

特定業務を所

管する環境活

動責任者 

内部環境監査員研修 内部環境監

査員候補者 

内部環境監査に必要な専門的知識及

び技能を修得する。 

１～２ 

時間 

外部講師

または環

境管理責

任者の指

定する職

員 

環境管理責任

者 
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４．４．３ コミュニケーション 

 

環境マネジメントシステムに関して、県庁内における情報の収集及び伝達、外部利 

害関係者からの情報及び要望への対応を確実にするため、内部コミュニケーション及 

び外部コミュニケーションの手順を確立し、実施し、維持する。 

 

［内部コミュニケーション] 

内部の情報の収集、伝達及び記録は、次のとおり行う。 

 

１ 周知 

⑴ 環境管理責任者（環境森林部長）は、環境方針を県庁舎等内の適切な場所に掲示

する。 

⑵ 環境管理責任者は、主要な環境マネジメントシステム文書について全職員が随時

閲覧できるよう、県庁 LAN-WAN 上に掲載する。 

⑶ 環境管理責任者は、環境方針、環境目的・目標等を掲載した文書を全職員に配布

する。 

⑷ 環境管理総括者（知事）及び環境管理責任者は、環境活動責任者（部局長）及び

環境保全推進員に確実に指示を伝達しなければならない。 

 

２ 情報の収集 

⑴ 環境マネジメントシステムの改善等に関する意見等がある職員は、「ＩＳＯ提案

票」を環境管理事務局（環境森林課）に提出する。 

⑵ 環境管理責任者は、「コミュニケーションの手引き」に基づき、職員から提出され

たＩＳＯ提案票を検討し、対応可能なものは実施する。 

 

３ 情報の交換 

環境保全対策調整会議において、環境保全対策の円滑な調整を図る。 

結果は記録し、問題解決のために運営上の判断が必要なもの、環境管理総括者とし

て把握しておくべき事項は、環境マネジメントシステム見直しのための資料として環

境管理総括者に提供する。 

 

［外部コミュニケーション] 

外部から寄せられる環境マネジメントシステムに関する苦情、要望等の対応並びに外

部への情報の発信は、次のとおり行う。 

１ 環境方針等の開示 

⑴ 環境管理責任者は、環境方針を来庁者が見やすい場所に掲示する。 

⑵ 環境管理責任者は、環境方針及びマニュアル、取組状況（実績報告）を県 

  庁ホームページに掲載し、広く県民等に周知する。 
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２ 苦情等の処理 

県民等からの苦情、要望等の処理については、「宮崎県広報広聴事務取扱規程」によ

るほか、次のとおり対処する。 

⑴ 環境マネジメントシステムに関する問い合わせ等 

システムについて県民等からの問い合わせ、苦情等があった場合には、環境管理

事務局が窓口となって対応し、記録する。 

システムの運用にあたっての意見・提言等については、内容を検討し、可能なも

のは取り上げる。 

また、必要に応じて担当部局等へ処理を取り次ぐ。 

⑵ 事務事業に係る環境関係の問い合わせ等 

   各事務事業に関連して、県民等からの環境関係の問い合わせ、苦情等があった場

合には、各担当部局が窓口となって対応し、その処理経過を記録し、必要がある場

合は、環境活動責任者に協議または報告を行う。様式は任意とする。 

 

 

＜関連文書＞ 

コミュニケーションの手引きＩＳＯ提案票 

 

＜外部文書＞ 

宮崎県広報広聴事務取扱規程 
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４．４．４ 文書化 

 

環境マネジメントシステムの文書には次の事項を含める。 

 

１ 環境方針、目的及目標 

 

２ 環境マネジメントマニュアル 

環境マネジメントマニュアル（以下「マニュアル」という。）は、ＩＳＯ１４００１の

要求事項に従い、環境マネジメントシステム全般について説明した中核文書とする。 

 

３ 環境マネジメントシステム手引き・様式集 

環境マネジメントシステム手引き・様式集（以下「手引き集」という。）は、マニュア

ルを補い、環境マネジメントシステムを運用する場合の実施要領・基準等を具体的に記

述する文書とする。 

 

４ 環境マネジメントシステム手順書 

環境マネジメントシステム手順書（以下「手順書」という。）とは、各所属において取

組を実施するための具体的な手法を定める文書とする。 

 

［分類] 

システム文書は、次のとおり分類する。 

１ １次文書 

環境方針、目的及び目標 

環境マネジメントシステムマニュアル 

２ ２次文書 

環境マネジメントシステム手引き集 

３ ３次文書 

環境マネジメントシステム手順書 

４ 外部文書 

環境マネジメントシステム以外の規程等 
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４．４．５ 文書管理 

  

ＩＳＯ１４００１の規格が要求するすべての文書の管理については、「文書取扱規程」を準

用するほか、次の管理手順を確立し、実施し、維持する。 

 

［システム文書の制定・改廃・承認] 

１ システム文書の制定・改廃・承認の区分 

システム文書の制定・改廃・承認の決定は次の区分により行う。 

⑴ マニュアル：環境管理責任者(環境森林部長)（制定・改廃・承認） 

⑵ 手順書：環境管理責任者、環境活動責任者(部局長等)（制定・改廃・承認） 

２ システム文書は、読みやすく、制定・改廃の日付があり、容易に識別できるものと

する。 

 

［システム文書の管理] 

１ 環境管理責任者は、マニュアル、手引き・様式集、環境方針、著しい環境側面登録

簿、法的及びその他の要求事項登録簿並びに実施計画書の正本（１部）を紙面により

管理する。なお、当該文書を県庁 LAN-WAN 上に掲載し、職員に周知する。 

２ 環境管理責任者は、環境マネジメントシステムの計画及び運用のために必要である

と判断された外部文書を識別し、その配布が管理されていることを確実にする。 

３ 環境保全推進員は、県庁 LAN-WAN 上に掲載されたシステム文書及びその他の外部文

書について、電子媒体又は紙面により管理する。 

４ システム文書の見直しは次のとおり実施する。 

⑴ 環境管理責任者及び環境活動責任者は、毎年１回、所管するシステム文書の見直

しを行い、必要に応じて改廃、妥当性の承認を行う。 

⑵ 環境管理責任者は、システム文書の制定又は改廃があったときは、速やかに県庁

LAN-WAN 上のシステム文書を最新の状態にする。 

 

［廃止文書の保存] 

環境管理責任者は、システム文書を廃止した場合、正本に「無効」と明記し、５年間

保存する。その場合、廃止文書を誤って使用されないよう適切な識別管理を行う。 

 

 

＜外部文書＞ 

文書取扱規程 
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４．４．６ 運用管理 

 

県庁の環境方針、環境目的及び目標を達成するため、環境マネジメントシステムの運用管

理に関して必要な手順を次のとおり定める。 

 

［運用管理の対象となる事務事業] 

運用管理の対象となる事務事業は、次に登録された事務事業とする。 

１ 実施計画書 

２ 法的及びその他の要求事項登録簿 

 

［運用管理の方法] 

１ 実施計画書に登録された事務事業 

関連する手順書を作成する。なお、実施計画設定票及び必要に応じて、既存の予算

書及び資料、実施要領、計画書等を手順書にかえることができる。 

２ 法的及びその他の要求事項登録簿に登録された事務事業 

法規制の状況を監視測定し、これを順守できるような手順書を作成する。なお、既

存の作業マニュアル等を手順書にかえることができる。 

 

［手順書の作成] 

１ 手順書は、環境管理責任者（環境森林部長）の指示により、各環境活動責任者（部

局長）が所管の環境保全推進員に指示して作成させ、写しを環境管理責任者に送付す

る。 

２ 環境活動部局全体に係る手順書は、環境活動責任者が作成し、写しを環境管理責任

者に送付する。 

３ 全庁に係る手順書は、環境管理責任者が作成する。 

 

［手順書の見直し] 

次に掲げる場合は、手順書の見直し（追加又は変更）を行う。なお、見直しの方法は、

作成方法に準じる。 

１ 環境目的・目標に係る事務事業に変更があった場合 

２ 環境目的・目標に変更があった場合 

３ プログラムに変更があった場合 

４ 環境目的・目標やプログラムと手順書の間に不適合が生じた場合 

５ 法的及びその他の要求事項に係る事務事業に変更があった場合 

６ 環境活動責任者が必要と認めた場合 

７ 内部環境監査員の指摘があった場合 

 

［業者等への周知] 

 環境保全推進員は、手順書を作成した事務事業に関する納入業者及び委託業者がある

場合は、必要に応じて必要な事項を仕様書、契約書等により周知し、了承を得る。 

 

＜関連文書＞ 

 運用管理の手引き 



４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．４ 実施及び運用 
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４．４．７ 緊急事態への準備及び対応 

 

環境マネジメントシステムの実施に当たり、火災、爆発、事故（漏洩・流出・汚染等）、地

震、風水害、その他環境に影響を及ぼす可能性のある緊急事態の発生に迅速かつ適切に対応

するとともに、それに伴う環境影響を予防し、緩和する。 

 

［緊急事態の特定] 

緊急事態への準備及び対応は、緊急時の著しい環境側面として登録された事務事業を

対象とする。 

 

［緊急事態対応計画書の作成] 

環境活動責任者(部局長)は、緊急事態の発生の予防及び初期段階での対応が行えるよ

う、「緊急事態対応計画書」を作成し、環境管理責任者(環境森林部長)に提出する。記載

内容は「緊急事態対応の手引き」に定める。 

 

［緊急事態発生時の対応] 

１ 環境保全推進員は、緊急事態が発生した場合には、迅速に応急処置を行うとともに、

環境活動責任者に連絡する。 

２ 環境活動責任者は、緊急事態対応計画書に従った対応措置を指示する。 

３ 環境活動責任者は、対応措置終了後、その概要を「緊急事態等対応記録書」に記録

するとともに、その写しを環境管理責任者に提出する。 

４ 環境管理責任者は、必要に応じて緊急事態の対応結果を環境管理総括者に報告する。 

 

［緊急事態対応計画書の見直し] 

１ 環境活動責任者は、特に事故又は緊急事態の発生後には、緊急事態への準備及び対

応手順を定期的に確認し必要に応じて緊急事態対応計画書の見直しを行う。 

２ 環境活動責任者は、緊急事態対応計画書の見直しを行ったときは、環境管理責任者

に当該計画書を提出する。 

 

［定期訓練] 

緊急事態への対応のため、環境保全推進員は、実行可能な場合には、計画書に基づき、

定期的に訓練を実施する。 

実施結果は「環境研修記録票」に記録し、環境活動責任者を経由して環境管理責任者

に提出する。 

 

＜関連文書＞ 

緊急事態対応の手引き 

緊急事態等対応記録書 



４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．４ 実施及び運用 

 

 

 

宮崎県庁 環境マネジメントマニュアル 

37

緊急事態対応手順 

 

 

 

緊急事態対応記録受理 

緊急事態対応記録受理 

環
境
管
理
組
織

環
境
活
動
組
織

環境管理総括者 

（知 事） 

環境保全対策 

調 整 会 議 

環境管理責任者 

（環境森林部長） 

環境活動責任者 

（各部局長） 

環境保全推進員 

（各所属） 

計画書に従った対応 

緊急事態応急処置 

緊急事態対応

計画書受理 

緊急事態対応

計画書作成 

緊急事態対応記録 

（報告） 

（報告） 

（必要に応じて報告） 



４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．５ 点検 
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４．５．１ 監視及び測定  ４．５．２ 順守評価 

 

環境マネジメントシステムの実施にあたり、環境目的・目標の達成状況、法的及び 

その他の要求事項（以下、「法令等」という。）の順守について、定常的に監視及び 

測定するための文書化した手順を確立し、実施し、維持する。 

 

［環境目的及び目標] 

１ 環境保全推進員は、所属の目標の達成状況を把握するための手法を手順書に明記す

るとともに、定期的に取組の実施状況を記録し、評価を行い、必要に応じて是正措置

を行う。また、その結果を定期的に環境活動責任者（部局長）に報告する。 

２ 環境活動責任者は、所管環境活動部局の目標の達成状況を把握するため、環境保全

推進員からの報告をとりまとめて記録し、評価を行い、必要に応じて是正措置を行う。

また、その結果を定期的に環境管理責任者（環境森林部長）に報告する。 

３ 環境管理責任者は、目的及び目標の達成状況を把握するため、環境活動責任者から

の報告をとりまとめ、記録し、評価を行い、必要に応じて是正措置を行う。 

 

［法規制等の順守状況] 

１ 法令等により規制を受ける設備等を有する所属の環境保全推進員は、当該法令等の

順守状況について、それぞれの手順書、管理計画書等に定める方法及び手順により監

視測定を行う。 

２ 環境保全推進員は、監視測定結果について、それぞれの法令等が定める様式（定め

られた様式が無い場合は任意）により記録し、必要に応じて環境活動責任者に報告す

る。 

３ 環境管理責任者は、全ての法令等の順守状況について、年１回、関係する環境活動

責任者に報告を依頼し、これを取りまとめ、評価を行う。 

 

［法令等に関する監視測定機器の校正] 

環境保全推進員は、外部専門業者に委託するものを含めて、保有する監視測定機器を

定期的に校正し、適正な状態を維持するとともに、その記録を保管する。 

 

 

＜関連文書＞ 

環境目的・目標及び法規制等の監視測定及び不適合是正等の手引き 

４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．５ 点検 



４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．５ 点検 
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４．５．３ 不適合並びに是正処置及び予防処置 

 

環境マネジメントシステムの運用にあたり、不適合が生じた場合または生ずることが予測

される場合に、環境影響を緩和するための処置を行うとともに、その原因を特定し、不適合

の是正又は予防処置を行うため、次のとおり手順を確立し、実施し、維持する。 

 

［不適合] 

不適合とは次の場合をいう。 

１ 目的及び目標達成状況の監視及び測定の結果、未達成となっているにも関わらず有

効な対策が講じられていない場合 

２ 法規制等の順守状況等の監視及び測定の結果、順守事項及び基準値を超えた事実が

確認されているにも関わらず、有効な対策が講じられていない場合 

３ その他環境マネジメントシステムから逸脱している場合 

 

［緩和処置] 

環境保全推進員は、すでに生じた、または生ずることが予測される不適合による環境

への影響を緩和するため、早急に応急処置を講ずるとともに、環境活動責任者（部局長）

に報告する。 

 

［原因の特定] 

１ 環境保全推進員は、不適合の原因を究明し、原因を特定したうえで環境活動責任者

に報告する。 

２ 環境活動責任者は、特定した原因を環境管理責任者（環境森林部長）に報告する。 

 

［是正処置及び予防処置の実施] 

１ 環境活動責任者は、調査し特定された原因についての対応策(手順書・プログラムの

変更等を含む)を環境保全推進員に検討させる。  

２ 環境活動責任者は、検討結果を確認後、是正処置を環境保全推進員に指示し、「環境

目的・目標及び法的要求事項是正措置記録書」（様式１１号）を作成させ、環境管理責

任者に提出する。 

３ 環境活動責任者は、是正処置の実施に伴い手順書またはプログラムを変更する必要

があると認めるときは、これを実施させ、その写しを記録書とともに環境管理責任者

に提出する。 

４ 環境管理責任者は、県庁全体の不適合の原因を特定したときは、その是正処置措置

を検討し、環境活動責任者にその是正措置を指示する。 

５ 環境保全推進員、環境活動責任者及び環境管理責任者は、是正処置を講じた結果を

踏まえ、同様の事象が他の所属でも想定される場合には、今後の予防処置を検討し、

実施する。 

６ 是正処置及び予防処置を実施する場合は、問題の大きさに対応し、かつ、環境影響

に釣り合わなければならない。 

７ 環境保全推進員、環境活動責任者及び環境管理責任者は、是正処置及び予防処置を

実施した場合、是正処置の内容、実施時期及び予防処置について、重点管理項目とし

て記録し、監視しなければならない。 

８ 環境活動責任者は、とられた是正処置及び予防処置の有効性を評価する。 



４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．５ 点検 
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［見直しの提案]  

１ 環境管理責任者は、環境目的及び目標との不適合に関する対応策を検討した結果、

是正処置による改善が不可能又は期待できない場合には、環境管理総括者（知事）に

環境目的及び目標の見直しを提案する。 

２ 環境管理総括者は、環境管理責任者の提案を受け、環境目的及び目標の見直しが必

要であると判断した場合には、環境管理責任者に見直し案の作成を指示する。 

 

 

＜関連文書＞ 

環境目的・目標及び法規制等の監視測定及び不適合是正等の手引き 

環境目的・目標及び法的要求事項是正措置記録書（様式１１号） 



４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．５ 点検 
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４．５．４ 記録の管理 

 

環境マネジメントシステムの運用にあたり、各種記録の識別、保管、保護、検索、保管期

間及び廃棄のための手順を定める。 

 

［記録を残す必要があるもの] 

１ システム文書の校正、改訂に伴う記録 

２ 教育訓練記録（研修結果記録） 

３ 監視測定結果 

４ 順守評価の結果 

５ 是正処置及び予防処置の結果 

６ 外部審査、内部監査記録 

７ マネジメントレビューの結果 

［手順] 

 １ すべての記録は、適正な権限を有する職員が、文書取扱規程に従って作成する。 

２ すべての記録は読みやすく、識別可能、かつ追跡可能な状態を保つこと。 

３ すべての記録は、損傷、劣化または紛失を防ぐような方法で保管すること。 

４ 記録の保存期間は文書取扱規程の定めるところによる。その他定めのない記  

録については、５年とする。なお、記録の保管は、電子媒体でも構わない。 

５ 保存期間を超えた記録は、文書取扱主任が廃棄するものとする。なお、情報の保存

等の目的で保存期間を超えて保管する場合には、記録に「無効」と明記する。 



４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．５ 点検 
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４．５．５ 内部監査 

 

内部監査（以下「監査」という。）は、環境マネジメントシステムがＩＳＯ１４００１の要

求事項に適合し、かつ、適切に実施及び維持されているかを評価するとともに、監査の結果

に関する情報を環境管理総括者（知事）に提供するために実施する。 

 

１ 監査は次の項目（以下「監査基準」という。）を確認し、評価及び決定する。 

⑴ システムが構築され、かつ、ＩＳＯ１４００１の規格の要求事項に適合しているこ

と。 

⑵ システムが適切に実施・維持され、かつ、機能していること。 

⑶ 法的及びその他の要求事項を遵守する仕組みがあり、運用、維持されていること。 

⑷ 環境マネジメントプログラムどおりに実施されていること。 

⑸ 前回の監査で不適合と判定された事項が改善されていること。 

 

２ 監査は、システムの適用範囲に含まれる環境活動部局及び環境管理事務局において、

年１回の定期監査を実施する。なお、環境管理責任者（環境森林部長）が必要と認める

ときは、随時監査を行うものとする。 

 

３ 監査の対象期間は、前回の監査実施日の属する月から当該監査実施日の属する月の前

月末までとする。 

 

４ 監査は、内部環境監査員（以下「監査員」という。）が実施する。監査員は、内部環境

監査員研修を受講し、「内部環境監査員候補者登録表」に登録された者の中から環境管理

総括者が任命する。 

 

５ 内部環境監査員は、監査プロセスの客観性及び公平性を確実にするため、原則として

所属している同部局内での監査を実施することができない。 

 

６ 監査実施の手順 

⑴ 監査チームの編成等 

① 複数の監査員が監査チームを編成して行う。 

② 監査チームの編成は、監査実施前に監査員が協議して決定する。 

③ 各監査チームに所属する監査員は、互選により主任環境監査員を定める。 

④ 主任環境監査員は、監査チームを代表し、監査日程の調整等を行う。 

 

７ 環境管理責任者は、年間の監査計画を策定し、主任監査員に通知する。 

主任環境監査員は、監査計画に基づき、具体的な実施計画を作成する。また、主任環

境監査員は、監査を実施する１０日前までに、被監査部局の長を経由し、環境保全推進

員に通知する。 

 

８ 監査は、次の手順で行う。 

⑴ 監査実施に先立っての説明等 

⑵ 監査の実施 

① 監査会場における文書類の監査 



４ 環境マネジメントシステム要求事項 

４．５ 点検 
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② 現場における監査 

⑶ 環境監査記録票への記入 

 

９ 主任環境監査員は、監査終了後に環境監査報告書を作成し、被監査部局の長及び環境

管理責任者に送付する。 

 

10 指摘事項のあった被監査所属の環境保全推進員は、指摘事項に対する是正処置回答書

（以下「回答書」という。）を作成し、被監査部局の長を経由して主任環境監査員に報告

する。 

 

11 主任環境監査員は、被監査部局の長から提出された回答書の内容を検証する。 

⑴ 回答書の内容が適当であり、かつ、改善の取組が文書等で確認された場合は、回答

書の有効性を承認する。 

⑵ 回答書の内容が不十分である場合又は改善の取組が確認できない場合は、再度、提

出を求めるものとし、必要に応じて被監査部局の長と協議の上、再監査を行う。 

 

12 主任環境監査員は、回答書の内容を検証した結果をとりまとめ、内部環境監査結果報

告書を作成し、環境管理総括者（環境管理責任者を経由）へ報告する。あわせて、環境

管理責任者及び被監査部局の長へも送付する。また、指摘事項がなく、内部環境監査結

果報告書を作成しない部局については、環境監査報告書により、監査結果を環境管理総

括者へ報告する。 

 

13 当日の監査の実施方法等、具体的には「内部環境監査実施の手引き」に定める。 

 

 

＜関連文書＞ 

内部環境監査実施の手引き 

内部環境監査員候補者登録表



４ 環境マネジメントシステム要求事項 
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４．６ マネジメントレビュー 

 

環境管理総括者（知事）は、環境マネジメントシステムの適合性、妥当性並びに有効性を

確実にするとともに、継続的改善の約束に照らして、システムの改善の機会及び変更の必要

性の評価を含め、少なくとも１年に１回、システムの確認を行う。 

 

［システムの見直しの対象] 

１ 環境方針 

２ 環境目的及び目標 

３ 環境に関する組織体制 

４ その他システムに関すること 

 

［手順等] 

１ 環境管理責任者（環境森林部長）は、見直し案を作成し、環境管理総括者に提案す

る。なお、見直しが適切に行えるよう次の情報を環境管理総括者に提供しなければな

らない。 

⑴ 環境目的・目標の達成状況 

⑵ 法的及びその他の要求事項の順守評価の結果 

⑶ システムに関する利害関係者からの要望 

⑷ 内部環境監査の結果 

⑸ 審査登録機関の審査による指摘事項 

⑹ 前回の見直しから今回の見直しまでに新たに導入された事務事業であって、著し

い環境側面があるとされたもの 

⑺ 是正処置及び予防処置の状況 

⑻ 改善のための提案（職員の提案含む） 

⑼ 県の環境に関する取組状況 

⑽ 前回までのマネジメントレビューの結果に対する対応 

⑾ その他環境管理総括者がシステムの見直しを適切に行うために必要な資料 

 

２ 環境管理総括者は、提供された情報をもとに速やかに改正の必要性を検討し、必要

があれば見直しを行う。 

 

３ 記録 

環境管理責任者は、環境管理総括者による見直しの結果を記録として保存するとと

もに、県庁 LAN-WAN 上に掲載し、全職員に周知する。 

４ 環境マネジメントシステム要求事項 
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